
令和 3年 (行 夕)第 5号

石垣市平得大俣地域への陸上 自衛隊配備計画の賛否 を問 う住民投票 において投票す

ることができる地位 にあることの確認請求事件

原 告  金城龍太郎 外 2名

被 告  石 垣 常

準備書面 2

令和 4年 2月 22日

那覇地方裁判所民事第 2部合議 A係 御 中

被告訴訟代理人

弁護士 伊 幸  太

政

第 1 令和 3年 12月 6日 付訴えの変更申立書記載各請求の越冒に対する答弁

1 原告 らの請求をいずれ も莱去Πする。

2 訴訟費用は原告らの負担 とする。

との判決を求める。

なお,訴え却下を求める答弁については答弁書記載のとお り,変わらずである。

第 2 原告令和 3年 10月 12日 付 け第 1準引哲善面に対する反論

1 憲法違反であるとの主張について

(1)憲法 92条違反について

原告 らは,住民自治を規定する憲法 92条が自治基本条例 28条 1項及び
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4項によ り住民投票権 として憲法上の権利 に具体化 された と主張するよ うで

あるが,それは憲法 92条の解釈 を誤ったものであ り, 自治基本条例 28条

1項及ぴ 4項によつて権利性 が付与 され るものではない。憲法 92条は,ヤヽ

わゆるプログラム規定であ り,住民投票制度 が条例化 (法律化 )さ れたか ら

といって憲法上の権利 と成 るものではないg

(2)窺法 9途 条速反 について

原告 らは,自 治基本条例 28条 4項に基づ き,住民投票条例がなくとも,

市長が住民投票規則 を定めるなどして住民投票を実施すべきことを定めたも

の と解釈 しなければ,自 治基本条例 28条 と地方 自治法 74条 とが矛盾 して

しまい,ひいては憲法 94条違反になると主張す るようであるが,地方 自治

法 74条 はあくまでも一般的な条例制定に関す る直接請求制度を規定 した も

のであ り,一方で自治基本条例 28条は住民投票制度についての規定である

か ら,想定 され る場面が異なるのであり,矛盾す ることはない。例えば,個

別 の住民投票条例が成立 した場合において,当該粂例に市長 に対 しその実施

を義務付 ける条項がなかった としても,自 治基本条例 28粂 4項 を経 由 して

制定 され た場合には,市長 に住 民投票の実施が義務付け られるのであるか ら ,

自治基本条例 28条 と地方 自治法 74条 とは矛盾す るものではない。また ,

自治基本条例では 27条 にあるとお り法的拘束力がないことが前提 とされて

お り,地方 自治法 74条 と比べて限定的な内容 とな りうるもの となつてい る。

(8)憲法 15条 , 21条違反 について

原告 らは,自 拾基本条例 兄8条 1項及ぴ 4項が,条例の常lこ 定なくしても市

長 に住 民投票 を義務付 ける解釈 をとらなければ,憲法 15条及び 21条に反

す ると主張す るよ うであるが,自 治基本条例で想定 され ろ住民投票は潅釣な

拘束力 を持つ ものではない (同 27条 2項参照)のであるか ら,住民投百_を

求める住 民の政治的意思の表 H月 や政治参加 を『制約するものではなく,憲携 1

5条及ぴ 21条 に反す ることはない。
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2 前訴控訴警判決が誤っているとの主張について

原告 らは,前訴控訴奪判決が,自 治基本条例 28条 孔項及び 4項が市長に新

し直接,住民投票を実施することを義務付けたものだと解釈 しなかったことに

ついて,誤 りだと主張するが,次に述べる被告の主張のとおり,自 治基本条例

28条 1項及び 4項の解釈によつても,市長に対 し,条例の制定なくして住民

投票の実施を義務付けるものではない。従って,原告らは住民投票をする地位

にはないし,被告が住民投票を行オフないことが遠法 となることはないぃ

第 3 被告の主張

1 本件請求が当初から条例制定をまめるものであったこと

ホ件では,原告 らは石垣市住民自治基本条例 28条 1項及び 4項に基づき,

原告 らが住民投票を行 う地位にあることの確認や,住民投票を行わないことが

違法であることなどの確認を求めているが,本件での原告 らの被告に対する譜

求は,そ もそもは,自 治基本条例 23条に則つた住民投票の請求ではなく,地

方 自治法 74条に基づ く条例制定請求である。このことはォ甲 2の B枚 目に「上

のとお り土也方 自治族第七十四条第一項の規定により別紙条例案 を添えて条例

常1定の請求を行います。」 とあることからも明らかである。この点をもってし

ても,原告 らの請求は前撮を誤るものであ り,棄去「ないし去P下 は免れない。

この点を措 くとしても,原告 らは,自 治基本条例 28条 1項及び 4項に基づ

けば,住民投票条例がなくとも,市長が規則制定権等をもつて して住民投票を

実施すべきであると主張することから,こ れに反論するため,以下,自 治基本

条例の解釈について述べたい。

2 自治基本条例 28条 は住民投票条例の常」定を前提 としていること

(1)まず,原告 らが自治基本条例の解釈指針として引用する逐粂角早説 (甲 3)

をもとに検討する。

自治基本条例 28条に先立つ 27条 1硬では,「市長は,市政にかかる重要

募項について市民の意思を確認するため,そ のジ勺鷺件ごとに定められる条例に
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よ り住民投票を実施す ることができる。」と定めてお り,住 民投票の実施には ,

案件 ごとに個別 に定め られる条例が講提 となつていることが謳われている。

28条は董然に 27条の規定を受 けて設け られた条項なのであるから, 28

条において も住民投票の実施 には案件 ごとの住民投票条例の制定が必須 と解

釈すべきである。

これを受 けて逐条解説 17ページ第 27条 (現 28条 )第 1項の解説 には

「錯求 を壁 けた市長は」「議会 に付議する」 とあるとお り,住民投票条例 の

指1定 を畿会に諮 ることが予定 されている。遜条解説においても,住民投票は

条例 として議会で審議することが予定 されているのである。

対 して,原告 らの主張す るよ うに,住民投票の実施 につき,市長による規

則制定で足 りるのであれば,そ もそも条例の制定 を求 めることは迂遠であ り

不必要なのであるか ら,逐条解説においても,「議会に付議す る」ことな どを

指摘す る必要はないはずである。仮に住民投票条例の制定が不要で規則制定

で匙 りるのであれば, 自治基本条例 も直載的に市長 に対 して 「規員Jを制定 し

て住民投票を実施せ よ。」と規定すればよいはずである。そ うではなくわ ざわ

ざ自治基本条例 28条が 1項 と4項 の二段構成になつているのは,ま さに住

民投票 条例の制定を待 って市長 が住民投票を実施す ることが予定されてい

るか らである。

原告 らも案件 ごとの住民投票条例の制定が必要であることは承知 していた

はずであるG自 治基本条例 27条 に規定す るように案件 ごとの住民投票条例

が必要であることは,原告 らも甲 2の 4枚 目に 「住民投票条例案」を添付 し

ているとお り,住民投票を求める方法 として条例の制定 を求 めていたことか

らも明 らかである。

(2)ま た,員オ政上の問題 を指摘す る と,住民投票の実施 には多大な費用がかか

る上,それは当然7市の予算 か ら支弁 されることになるが,予算確録 もまま

な らないまま,すなわち議会 での予算審議 も経ないまま,議会の承認な く市
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長の判断のみで住民投票を実施することは不可能である。原告 らは,地方自

治法 177条 1項及び 2項により,議会が否決 したとしても市長が支出すべ

きだと主張するようであるが,住民投票によるする経費は同条 1項 1号にい

う「普通地方公共団体の義務に属する経費」とはいえず,議会による予算確

保なく支出することはできない。

(3)以上のとお り,自 治基本条例は直接請求により市長に姑し規則制定及びこ

れに基づ く住民投票の実施を求めるものと解釈することはできず,自 治基本

条例 28条はあくまでも案件 ごとの住民投票条例の常J定 を前提 とするもの

である。

したがつて,本件では,条例の制定が否決された以上,投票権が行イ史でき

ないのは当然であり,こ れが違法とい うことlま ありえない。

3 地方 自治法 74条 と自治基本条例 Z8条 1項 , 4項 との関係について

(1)原告 らは,自 治基本条例 28条が住民投票条例の制定を必須 と解釈するの

であれば,地方 自治法 74条 よりも要件を加童 したことにな っ́てしま うため ,

条例制定の意味がなく,む しろ条例は個別の住民投票条例の制定がなくとも

市長の規則制定権等により住民投票の実施を義務付けるものだと主張する。

思 うに, 自治基本条例 28条 1項及び雅項は地方 自治法 74条の条例制定

数廃請求を更に推 し進め,住民投票条例を制定した上で,その住民投票の実

施を市長に義務付けたものと解釈すべきものである。従って,原告 らのいう

:[慧判は当たらない。

(2)いずれにせよ,上記述べた とお り,自 治基本条例 28条は,案件ごとの住

民投票条例を制定することを前提に解釈すべきであり,議会で住民投票条例

が否決 された場合にまでも市長の規則制定で住民投票を実施すべきとは解

釈できないものである。

原告 らは「陸上自衛隊配備計画の贅否についでの政策意思を表明する権床ll,

ない し投票する絶添UJは , 自治基本条例 23粂が法的に実現させるものであ
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ると主張す るのかも共Hれ ないが ,「 陸上 自衛隊配備計画の賛否 についての政策

意思を表明す る権利 ,ない し投票す る権不U」 は,投票やその地位が直接の権

利 の実現ではあ りえず,投百が結果 を集計 し公表す ることこそが 目的のはずで

ある。そ して,そ の投票結果は 「尊重 しなければならない」 とされるにとど

ま り,何 らかの法的効果を生ず るものではない。投票の結果 に独的な効果が

与えられない以上,市に対す る陳情や要藷 と変わるところはな く,投票結果

は世論調査 と大差ないのである,そ もそも陸上 自衛隊西己備計画 の賛否に関す

る政策意思を表明す る方法は住民投票でなければならないわけではな く,街

頭霧名活動や族説 ,マ スメディアな どを通 じて自由な表堺活動が可能であるロ

政策意思の表明にとどまる意味合 い しか持たない住民投票は,市長が行 う

住民投票でなければ実現できない ものではな く,そ の意味で権力的な行為で

はない し,結果の尊重が事実上求め られるのみであれば,それは原告 らに対

し直接法的な権利や地位 を付与 した ものではないのである。

そ うである以上J原告 らが確認 を求める投票 を行 うことのできる地位の確

認は請求の対線にな りえない。

以 上
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